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ズームイン
こういき

　

農
閑
期
の
あ
る
日
、
二
戸
地
区
の

各
地
域
で
高
齢
者
が
集
ま
っ
て
体
操

を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
平
成
18
年

度
か
ら
「
地
域
保
険
福
祉
活
動
推
進

事
業
」
の
一
環
で
ス
タ
ー
ト
し
た
「
い

き
い
き
健
康
教
室
」
で
す
。

　

介
護
予
防
を
目
的
に
、
医
療
や
介

護
、
食
事
、
こ
こ
ろ
の
健
康
な
ど
、

各
分
野
の
専
門
家
か
ら
全
６
回
の
日

程
で
学
び
ま
す
。
２
年
目
と
な
る
19

年
度
は
、
４
市
町
村
の
６
会
場
で
開

か
れ
、
50
歳
代
か
ら
80
歳
代
後
半
の

地
域
住
民
が
多
く
参
加
し
ま
し
た
。

　

高
齢
者
と
い
っ
て
も
、
農
繁
期
は

畑
仕
事
な
ど
で
体
を
動
か
し
て
い
る

元
気
な
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
そ
れ

で
も
農
閑
期
に
な
る
と
、
ど
う
し
て

も
自
宅
に
こ
も
り
が
ち
に
な
る
と
い

い
ま
す
。

　

教
室
に
参
加
し
た
人
か
ら
は
、「
冬

場
は
外
に
出
る
機
会
が
少
な
い
の

で
、
み
ん
な
と
顔
を
合
わ
せ
ら
れ
て

良
か
っ
た
」「
健
康
づ
く
り
に
対
す
る

意
欲
が
高
ま
っ
た
」
と
い
う
、
積
極

的
な
感
想
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

教
室
の
講
師
を
務
め
た
の
は
、
岩

手
県
立
大
学
、
二
戸
歯
科
医
師
会
、

二
戸
薬
剤
師
会
、
中
山
の
園
、
各
市

町
村
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
の
専
門
家
。「
口
腔
機
能
の
向
上
」

（
講
師
／
二
戸
歯
科
医
師
会
会
員
）
と

題
し
た
講
話
で
は
、
口
腔
内
の
健
康

と
身
体
の
健
康
と
の
か
か
わ
り
が
紹

介
さ
れ
、
参
加
者
も
熱
心
に
耳
を
傾

け
ま
し
た
。

　

生
活
の
た
め
に
な
る
講
話
の
あ
と

は
、
ボ
ー
ル
な
ど
を
使
っ
た
健
康
体

操
に
取
り
組
み
、
終
わ
り
に
は
地
域

の
課
題
を
話
し
合
う
「
地
域
活
動
検

討
会
」
で
締
め
く
く
り
ま
し
た
。
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
６
回
続
け
た
こ
と

で
、
介
護
予
防
に
加
え
、
思
わ
ぬ
効

果
の
派
生
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

教
室
を
担
当
し
た
介
護
保
険
推
進

室
地
域
支
援
事
業
推
進
班
の
職
員
は

「
少
子
化
に
よ
る
学
校
の
統
合
な
ど

で
、
地
域
の
お
年
寄
り
が
学
校
行
事
・

子
供
会
行
事
で
顔
を
合
わ
せ
る
機
会

が
減
っ
て
き
て
い
る
。
教
室
に
参
加

す
る
こ
と
で
、
横
の
つ
な
が
り
を
再

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
は

　

二
戸
広
域
の
高
齢
化
率
が
30
％
を
超
え
ま
し
た
。
お
年
寄
り
が
、
自
分
の
住
む
地
域
で
健
康
に
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
域
全
体
も
元
気
に
な
り
ま
す
。
健
康
教
室
な
ど
を
通
し
て
交
流
の
輪
が
広
が
り
、

地
域
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
推
進
室

　
　

き
い
き
健
康
教
室
と

　
　

 

転
倒
予
防
教
室

い 地
域
保
健
福
祉
活
動
推
進
事
業
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ま
た
、
自
分
た
ち
の
地
域
で
の
教

室
開
催
に
向
け
、
民
生
児
童
委
員
、

保
健
委
員
（
二
戸
市
）、
保
健
推
進

委
員
（
一
戸
町
、
軽
米
町
、
九
戸
村
）

ら
が
手
を
携
え
ま
し
た
。
各
地
域
の

高
齢
者
の
活
動
状
況
を
考
慮
し
た
開

催
場
所
の
選
定
、
住
民
へ
の
参
加
呼

び
か
け
な
ど
一
連
の
活
動
を
通
し
て

生
ま
れ
た
連
携
は
、
地
域
で
の
福
祉

活
動
に
活
か
せ
そ
う
で
す
。

転倒予防教室

　高齢者の健康維持に、転倒予
防は大きなテーマです。「転倒
予防教室」は二戸市、軽米町、
九戸村、一戸町の各会場で、全
6回のプログラムが実施されま
した。
　「いきいき健康教室」と同様、
2年目の開催。二戸地域保健福祉
活動実践報告会では、教室の実
施結果も報告され、参加者の意
欲もさらに高まりました。
　教室では、整形外科医から転
倒予防の大切さを学んだあと、
作業療法士・理学療法士の指導
で転倒防止運動に取り組みま
した。
　毎回、20人前後の高齢者が
参加、日ごろから足もとには気
をつけている人も多いようでし
たが、専門家による指導に新た
な気づきがあったようです。
　教室の開催時期は、8月～
10月の農繁期と重なりました
が、「忙しかったけれど、参加
して良かった」という声も聞か
れました。
　初回（第1回）と最終回（第
6回）には身体機能測定も行わ
れました。多くの方が、運動の
効果を実感したことでしょう。
　この教室には、18年度に地
元の医療機関、理学・作業療法
士が結成した「カシオペア転倒
予防研究会」の全面的な協力と
指導を頂きました。二戸地域保
健福祉活動実践報告会で実施結
果報告をしたのも同会員です。
　この教室は、転倒を予防し健
康の維持を図ることを目的とす
るもので、その効果をみるため
に開催しています。
　20年度が最終年度になりま
すが、地域での事業継続をサ
ポートする体制づくりが求めら
れています。

　
「
地
域
保
健
福
祉
活
動
推
進
事
業
」

は
、
当
組
合
と
岩
手
県
立
大
学
が
相

互
連
携
協
定
を
結
ん
で
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。

　
「
い
き
い
き
健
康
教
室
」
の
ほ
か

に
「
転
倒
予
防
教
室
」
が
開
か
れ
て

お
り
、
20
年
度
ま
で
継
続
さ
れ
る
方

針
で
す
。

　

19
年
度
は
「
い
き
い
き
健
康
教
室
」

が
二
戸
市
の
仁
左
平
地
区
・
尻
子
内

地
区
・
十
文
字
地
区
、
軽
米
町
の
円

子
地
区
、
九
戸
村
の
伊
保
内
地
区
、

一
戸
町
の
平
糠
地
区
の
６
会
場
で
開

か
れ
、「
転
倒
予
防
教
室
」
は
１
市
、

２
町
、
１
村
の
各
一
会
場
で
開
か
れ

ま
し
た
。

　

20
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
開
催
さ
れ

て
い
な
い
地
域
を
重
点
に
、
教
室
を

展
開
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

ま
た
20
年
度
は
、
第
４
期
介
護
保

険
事
業
計
画
（
21
～
23
年
度
）
の
策

定
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
両
教
室
の
成

果
を
踏
ま
え
、
お
年
寄
り
が
元
気
な

地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

子
供
た
ち
や
そ
の
親
世
代
も
巻
き
込

み
、
世
代
間
交
流
に
も
つ
な
げ
て
い

け
る
の
で
は
」
と
、
手
ご
た
え
を
感

じ
て
い
ま
す
。

　

18
年
度
の
教
室
が
終
了
後
、
金
田

一
地
区
（
二
戸
市
）
の
「
ま
る
ご
と

健
康
Ｓ
・
Ｓ
教
室
」
な
ど
自
主
活
動

グ
ル
ー
プ
が
誕
生
し
ま
し
た
。
19
年

度
も
「
月
に
一
度
は
顔
を
合
わ
せ
て
、

健
康
を
考
え
よ
う
」
と
、
同
じ
よ
う

な
自
主
活
動
グ
ル
ー
プ
が
誕
生
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。

　

同
推
進
班
の
担
当
者
に
よ
る
と
、

参
加
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

「
こ
の
よ
う
な
教
室
は
必
要
か
」
と
い

う
問
い
に
は
、「
必
要
」
と
答
え
る
人

が
90
％
以
上
で
す
が
、「
自
分
た
ち
で

企
画
や
役
割
が
で
き
る
か
」
と
い
う

質
問
に
は
、「
で
き
る
」
と
言
う
人
の

割
合
が
低
く
な
る
そ
う
で
す
。

　
「
今
後
は
、
地
域
の
中
に
リ
ー
ダ
ー

を
作
っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
」
と
、

自
主
活
動
グ
ル
ー
プ
に
期
待
を
寄
せ

て
い
ま
す
。
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戸
地
区
の
高
齢
化
率
は

　
　

30
％
超

二
　

二
戸
地
区
管
内
市
町
村
の
高
齢

化
率
は
、
19
年
度
に
入
っ
て
30
％

を
超
え
ま
し
た
。
20
年
１
月
１
日

の
調
べ
で
30
・
13
％
（
19
年
１
月
は

29
・
46
％
）、
65
歳
以
上
の
高
齢
者

の
人
口
は
１
万
９
６
７
１
人
（
同

１
万
９
５
２
０
人
）
で
す
。

　

市
町
村
別
に
見
て
み
る
と
、最
も

低
い
二
戸
市
で
28
・
12
％
、軽
米
町

　
　

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

　
　

 

利
用
を

地

が
30
・
41
％
、一
戸
町
が
32
・
70
％
、

九
戸
村
は
33
・
17
％
で
す
。広
域
圏
の

中
心
部
と
な
る
二
戸
市
以
外
は
、
軒

並
み
30
％
を
超
え
ま
し
た
。

　

高
齢
者
が
介
護
予
防
に
努
め
る
こ

と
は
、
地
域
で
健
康
に
暮
ら
せ
る
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
介
護
保
険
の

給
付
費
の
増
加
を
と
ど
め
る
効
果
も

あ
り
ま
す
。
財
政
面
に
も
大
き
く
か

か
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
40
歳
以
上
の
す

べ
て
の
人
が
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、65
歳
以
上
で
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、
失
業
な

ど
の
事
情
が
認
め
ら
れ
れ
ば
保
険
料

が
減
免
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
な
の
で
、
各
市
町
村
の
介
護
保

険
担
当
課
（
ま
た
は
申
請
窓
口
）か
二

戸
広
域
ま
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

18
年
４
月
の
介
護
保
険
制
度
の
改

正
に
伴
い
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
介
護
保

険
は
、
40
歳
以
上
の
全
員
が
加
入
し

当
組
合
（
保
険
者
）
が
運
営
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
中
核
と
な
る
の
が
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
。

　

二
戸
地
区
に
は
、
二
戸
市
、一
戸
町
、

軽
米
町
、
九
戸
村
の
各
市
町
村
に
設

置
さ
れ
、
地
域
の
高
齢
者
の
さ
ま
ざ
ま

な
相
談
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

主
な
仕
事
は
、

●
高
齢
者
や
家
族
、
地
域
住
民
か
ら

の
総
合
的
な
介
護
や
福
祉
に
関
す
る

相
談
へ
の
対
応
、
支
援

●
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
、

介
護
予
防
事
業
の
推
進

●
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
へ
の
支
援
や

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

な
ど
で
す
。
介
護
に
関
す
る
相
談
が

中
心
で
す
が
、
成
年
後
見
制
度
へ
の

問
い
合
わ
せ
や
高
齢
者
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
し
た
訪
問
販
売
な
ど
消
費
生
活

の
相
談
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
推
進
室
で
は
「
お
年
寄

り
が
生
活
す
る
上
で
困
っ
て
い
る
事
が

あ
れ
ば
、
気
軽
に
相
談
し
て
ほ
し
い
」

と
、
利
用
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
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●介護保険料を滞納すると… 特別な事情がないのに保険料を滞納した場合などは、滞納期間に応じて次
のような措置がとられます。

●65歳以上の方の
　介護保険料減免制度の
　お知らせ

65歳以上で、災害や失業、その他の事情により、保険料の納付が困難と認めら
れた方は、介護保険料の減免が受けられます。減免を受けるには申請が必要です。
詳しくは、各市町村の介護保険担当課または二戸広域までご相談ください。

二戸市総合福祉センター
二戸市浄法寺総合支所
一戸町総合保健福祉センター

☎0195-23-1313
☎0195-38-2211
☎0195-32-3700

☎0195-46-4736
☎0195-42-2111

軽米町役場健康福祉課（健康ふれあいセンター）
九戸村役場住民生活課（保健センター）

　
　
　
　

 

対
象
と
な
る
方

1

3

2

保険料が第1段階・第2段階・第3段階の方のうち、収入が少なく生活が著しく困窮している方（「住民税の
課せられている方に扶養されていない」「住民税の課せられている方と生計を共にしていない」など、いくつかの要
件があり、平成18年度より要件のうちの預貯金等の資産について緩和しました。）

風水害、火災もしくは地震などにより、住宅または家財に3割以上の被害を受けた方のうち、あなたまた
はあなたの世帯の生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円未満である方

失業・冷害などにより、あなたまたはあなたの世帯の生計維持者の所得が前年の合計所得金額の2分の1
以上減少した方で、前年の合計所得金額が600万円未満である方

 申請窓口

介護サービスを利用した
とき、利用者が費用の全
額をいったん自己負担
し、申請してあとから払
い戻し（費用の9割）を受
けるかたちになります。

1年間滞納した場合

利用者が費用の全額を負担し、申請して
も、保険料を完納するまでの間、払い戻
しが一時差し止められることになります。
なお滞納が続く場合は、差し止められた
額から、保険料が差し引かれる場合もあ
ります。

1年6カ月以上滞納した場合

介護保険料の未納期間に応
じて、本来1割である利用
者負担が3割に引き上げら
れます。また、高額介護サー
ビス費が受けられなくなり
ます。

2年以上滞納した場合

生活保護を受給している人および世帯全員が住民税非課税で、
老齢福祉年金を受給されている方

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額
が80万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方

住民税課税の方がいる世帯で、本人が住民税非課税の方

本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が200万円未満の方

本人が住民税課税の方で、前年の合計所得金額が200万円以上の方

保険料（円）

24,700

32,100

37,000

（基準月額4,117）
49,400

61,700

74,100

負担割合

0.50

0.65

0.75

1.00

1.25

1.50

対象者

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

所得段階

●所得ごとの保険料　 表のように、所得により保険料徴収額は異なります。

●｢要介護度｣ 区分
介護保険を利用する時には、初めに二戸地区広域行政事
務組合が行う ｢要介護認定｣ を受けます。これは、どれ
くらいの介護（支援）が必要かを判断するもので、｢要
介護度｣ に応じて利用できるサービスなどが異なりま
す。｢要支援1｣ ｢要支援2｣ と認定された方は状態を改
善し悪化を防ぐ ｢介護予防サービス｣ が受けられます。

要
介
護
5

要
介
護
4

要
介
護
3

要
介
護
2

要
介
護
1

要
支
援
2

要
支
援
1




